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答  申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した身体障害者手帳の再

交付決定処分に係る審査請求について、審査庁から諮問があったので、次の

とおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都知事（以下「処分庁」という。）が

請求人に対し、身体障害者福祉法施行令（以下「法施行令」とい

う。）１０条３項の規定に基づいて、令和６年４月３０日を交付日と

して行った身体障害者手帳（以下「手帳」という。）の再交付決定処

分のうち、請求人の心臓機能障害（以下「本件障害」という。）に係

る身体障害程度等級（身体障害者福祉法施行規則（以下「法施行規

則」という。）別表第５号「身体障害者障害程度等級表」（以下「等

級表」という。）による級別。以下「障害等級」という。）を４級と

認定した部分（以下「本件処分」という。）について、１級への変更

を求めるものである。 

 

第３ 請求人の主張の要旨 

   心臓の状況が悪く、体内植え込み型除細動器を植え込んでいる。以

前、心臓が止まったことが２回もある。本件診断書には、障害程度に

ついての参考意見に「１級相当」とあるにもかかわらず、４級と決定

されたのが不可解である。医療費の負担額が変わると生活が圧迫され

る。生活費の負担が大きく、安定した生活が送れないことから、元の

１級に戻して決定し直すよう求めたい。 

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項により、

棄却すべきである。 
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第５ 調査審議の経過 

   審査会は、本件諮問について、以下のとおり審議した。 

年 月 日 審議経過 

令和７年 １月２２日 諮問 

令和７年 ５月１６日 審議（第１００回第１部会） 

令和７年 ６月１７日 審議（第１０１回第１部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め  

⑴ 障害程度の再認定と手帳の再交付  

ア 法施行令６条１項は、都道府県知事（以下「知事」という。）

は、本件障害に係る身体障害者福祉法（以下「法」という。）１５

条４項の規定により手帳を交付する場合において、その障害程度に

変化が生じることが予想されるとき等（法施行規則３条）必要があ

ると認められるときは、手帳の交付とともに、指定する期日に診査

を受けるべき旨を申請者に対し文書で通知しなければならないとす

る。 

法施行令７条は、診査を行った市町村長（特別区の区長を含む。

以下同じ。）は、当該診査により手帳の交付を受けた者の障害程度

に重大な変化が生じたと認めたときは、その旨を手帳の交付を受け

た者の居住地の知事に通知しなければならないとする。 

法施行令１０条３項は、知事は、法施行令７条の規定による通知

により、手帳の交付を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと

認めたときは、先に交付した手帳と引換えに、その者に対し新たな

手帳を交付することができるとする。 

イ ところで、法施行令１０条３項の規定による手帳の再交付は、同

条１項の規定による手帳の再交付のように、申請（法施行規則７条

１項において準用する同規則２条２項の規定により法１５条１項及

び３項に規定する医師の診断書・意見書を添えて行われる。）に基

づくものではないが、法施行令７条の規定により、市町村長は医師

の診断書・意見書に基づき診査を行い、当該診査により手帳の交付

を受けた者の障害程度に重大な変化が生じたと認めたときはその旨
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を知事に通知することからすれば、知事が行う手帳の交付を受けた

者に係る障害程度の再認定の判断は、当該通知及び同通知に添付さ

れた医師の診断書・意見書の記載内容を基に、これらを総合的に考

慮して行われるべきものと解される。 

⑵ 障害等級の認定 

ア 認定基準・等級表 

法施行規則５条１項２号は、手帳には障害名及び障害の級別を記

載すべきとし、同条３項は、同条１項の障害の級別は等級表のとお

りとするとする。 

等級表のうち、心臓機能障害に係る部分を抜き出すと、以下の表

のとおりとなる。 

級別 心臓機能障害 

１級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極

度に制限されるもの 

３級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著し

く制限されるもの 

４級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく

制限されるもの 

イ 東京都における規則と認定基準  

東京都においては、手帳の交付申請者の障害が法別表に掲げるも

のに該当するか否か、及びこれに該当する場合における障害の種類

及び障害の程度（障害等級）についての認定審査を適切に行うた

め、東京都身体障害者手帳に関する規則（平成１２年東京都規則第

２１５号）を制定し、さらに同規則５条の規定による受任規程であ

る「東京都身体障害認定基準」（平成１２年３月３１日付１１福心

福調第１４６８号。以下「認定基準」という。）を定めている。そ

して、認定基準８条は、「身体障害程度等級における個別の障害種

目に係る認定基準については、別紙「障害程度等級表解説」のとお

りとする。」と規定しており（同解説を以下「等級表解説」とい

う。）、手帳の交付申請に対しては、これらに則って手帳交付の可

否の判断及び手帳に記載する障害名及び障害等級の認定を行ってい

る。 

なお、等級表解説において、本件障害に関するものとして記載さ
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れている部分は、別紙２のとおりである。 

２ 本件処分の検討 

上記１の法令等の定め及び本件診断書の記載内容を前提として、本

件処分に違法又は不当な点がないか、以下検討する。 

⑴ 等級表解説では、心臓機能障害について、ペースメーカ又は体内

植え込み型除細動器を植え込んだものについては、当該植え込みか

ら３年以内に再認定を行うこととされているところ（別紙）、請求

人は令和２年１１月２日に体内植え込み型除細動器を植え込んでい

ることが認められることから（別紙１・Ⅱ・７）、本件における本

件障害の程度の判断は、同年１２月１５日の手帳交付時に用いられ

た植え込み直後の判断基準（別紙２・第４・３・⑷・ア）ではな

く、再認定の際の判断基準（同・イ）に基づき行うこととなる。 

そして、再認定においては、身体活動能力におけるメッツの値が４

以上である場合には、「社会での日常生活活動が著しく制限されるも

の」として等級表４級に該当する障害とされているところ（同・

ｃ）、本件診断書では、請求人の身体活動能力（運動強度）は「５メ

ッツ」と記載されていることから（別紙１・Ⅱ・９）、本件障害の障

害等級は４級に該当する。 

また、本件診断書では、請求人は、臨床所見、胸部エックス線所見

及び心電図所見のいずれにおいても、所見「無」又は正常とされてお

り（別紙１・Ⅱ・１ないし３）、その他、人工弁移植、弁置換又はそ

の他の手術のいずれにも該当せず、体内植え込み型除細動器の植え込

み後、イベントなく経過しているとされている（別紙１・Ⅰ・⑤）。 

そうすると、等級表解説第４・１・⑴及び⑵の基準に照らしても、

障害等級１級及び３級には該当しない。 

⑵ 以上によれば、本件診断書の記載内容を認定基準及び等級表解説

に照らして総合的に判断すると、本件障害は、「自己の身辺の日常

生活活動が極度に制限されるもの」（１級）及び「家庭内での日常

生活活動が著しく制限されるもの」（３級）に至っているとは認め

られず、「社会での日常生活活動が著しく制限されるもの」（４

級）として、障害等級４級と判断するのが相当である（別紙２・第

４・１・⑶・エ及び３・⑷・イ・ｃ）。 

したがって、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

３ 請求人の主張についての検討 
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請求人は、上記第３のとおり、本件障害の等級が４級となることで

医療費の負担額が変わり、生活費の負担が大きく安定した生活が送れ

ないとして、１級の手帳交付を求める旨主張する。 

しかし、障害等級の認定に係る総合判断は、上記１・⑴・イに述べ

たとおり、診断書・意見書の内容に基づいてなされるべきものである

ところ、本件診断書の記載内容、東京都心身障害者福祉センター内部

に設置した身体障害者手帳認定審査会の審査結果及び本件医師の回答

を総合して判断すると、本件障害は、認定基準及び等級表解説に照ら

して、障害等級４級と認定するのが相当であることは上記２のとおり

であるから、請求人の主張は理由がない。 

４ 付言 

本件審査請求の結論を左右するものではないが、手帳交付時の等級

内容に関する説明の必要性について、以下付言する。 

本件のような処分手続について改善を要するのは、処分（特に等級

認定にかかる部分）の理由提示が判定基準に即して十分になされてい

ない点である。近時の裁判例を踏まえると、等級認定にかかる部分に

処分性が肯定されることからすれば、処分庁による処分の適正を確保

し、申請者に事後の争訟準備に向けた検討情報を提供する趣旨から

も、等級判定にかかる処分に際しては等級認定の結論だけではなく、

判断過程にかかる説明が必要である。 

少なくとも、手帳の更新に当たり従前より下位の等級で認定するな

ど、申請者が希望する等級とは異なる結果となることが明らかな場合

には、手帳の交付とは別に、当該事案における等級認定にかかる理由

を申請者に具体的に書面で説明することが不可欠である。これまでも

東京都における行政不服審査において、手帳の交付に関して、等級認

定に関する不服が数多く申し立てられているが、そうした申立てに共

通する不服は、診断書に記載された内容と認定された等級との関係を

十全に理解することが困難であることに起因するものが多い。このよ

うな申請者が抱える不服や疑問を解消する上では、審査請求手続にお

ける弁明書や審理員意見書によって初めて等級認定の理由が明かされ

るのでは足りず、処分時（手帳交付時）に説明がなされる必要があ

る。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令
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解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われ

ているものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

大橋洋一、海野仁志、織朱實 

 

別紙１及び別紙２（略） 

 


